
企業版ふるさと納税等にかかるマッチング支援等業務委託 

実施要領（公募型プロポーザル） 

 

１ 案件名称 

企業版ふるさと納税等にかかるマッチング支援等業務 

 

２ 業務内容に関する事項 

（１）事業目的と概要 

  神戸市（以下、「本市」という。）では、企業版ふるさと納税（地方創生応援税制）制度

を活用した市外企業からの寄附や、市内企業からの寄附により、本市事業の充実・拡大を

図っている。 

  本市事業や施策に共感いただけるよう企業に対して働きかけを行うことで、寄附を通

じた企業の市政への参画を推進する。 

（２）業務内容 

詳しくは別添「仕様書」のとおり 

なお、企画提案においては、以下２類型のうち、いずれか若しくは両方を選択のうえ、 

類型ごとの企画提案書を提出すること。 

1. マッチング支援業務 

2. 大学発アーバンイノベーション神戸マッチング及び研究テーマ設定支援業務 

（３）事業規模（見積限度額） 

  成果報酬型 寄附金額の 10％（消費税及び地方消費税別途） 

  ※見積限度額は、契約時の予定価格を示すものではない。 

  ※（２）に定める業務以外の寄附獲得に向けた独自の提案がある場合は、本業務とは分

けて見積金額を企画提案書に記載すること。ただし、独自の提案業務の実施について

は、本市と協議の上、本契約とは別途決定することとする。なお、本業務の実施と独

自の提案業務の実施が不可分の関係にあり、独自の提案業務の実施が前提となる提

案は不可とする。 

（４）契約期間 

契約締結日～令和８年３月 31日 

（５）費用分担 

受託者が業務を遂行するにあたり必要となる経費は、契約金額に含まれるものとし、本

市は、契約金額以外の費用を負担しない。 

 

３ 契約に関する事項 

（１） 契約の方法 

神戸市契約規則の規定に基づき、委託契約を締結する。契約内容は本市と協議のうえ、

仕様書及び企画提案書に基づき決定する。 

なお、契約の締結に際し、万一、応募書類の記載内容に虚偽の内容があった場合は、契

約締結をしないことがある。 

（２） 委託料の支払い 

契約期間終了後、本市の検査を経て、受注者の請求に基づき支払うこととする。 

（３） 契約書案 

    別紙１～２及び仕様書 参照 

（４） その他 

契約締結後、当該契約の履行期間中に受託者が神戸市契約事務等からの暴力団等の排

除に関する要綱に基づく除外措置を受けたときは、契約の解除を行う。 

なお、当該公募は令和７年度神戸市一般会計予算の成立を前提に行うものであり、予算

が成立しない場合には、この募集に基づく委託契約を締結しないことがある。 

 

 



４ 応募資格、必要な資格・許認可等 

次に掲げる条件のすべてに該当すること。 

（１）地方自治法施行令第 167 条の４の規定に該当しないものであること 

（２）経営状態が窮境にある者（会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の規定に基づく更

生手続開始の決定がされている者、民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定に基

づく再生計画認可の決定されているものを除く。）でないこと。 

（３）参加申請関係書類の提出期間の最終日から契約候補者選定までの間に、神戸市指名停

止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと。 

（４）代表者及び役員に破産者及び禁固以上の刑に処せられている者がいる団体でないこ

と。 

（５）銀行取引停止処分を受けていないこと。 

（６）神戸市における請負及び委託契約の業務について、これまで契約違反など履行状況が

不良との評価を受けていないこと。 

（７）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に基づく暴力団でないこと。また、

従業員等が暴力団、暴力団員、暴力団関係者その他の反社会勢力でないこと。 

（８）神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱に基づく除外措置を受けてい

ないこと。 

（９）暴力団員が役員として経営に関与（実質的に関与している場合を含む）していないこ

と等「神戸市契約事務等からの暴力団等の 排除に関する要綱第 5条」に該当しないこ

と。 

（10）複数の事業者等により構成される共同体を構成する場合は、構成員全てが上記（１）

から（９）に掲げる要件を全て満たしていること。 

 

５ 事業者選定スケジュール 

（１）公募開始              令和７年１月２７日（月） 

（２）参加申請関係書類及び質問受付期限  令和７年２月１２日（水）１７時必着 

（３）質問に対する回答    令和７年２月１８日（火）予定 

（４）企画提案書の提出期限      令和７年３月１２日（水）１７時必着 

（５）提案審査              令和７年３月中旬（予定） 

（６）選定結果通知            令和７年３月下旬（予定） 

（７）契約締結・事業開始         令和７年４月１日（火）（予定） 

 

６ 応募手続き等に関する事項 

（１）応募書類の配布 

  ア 配布開始日  令和７年１月２７日（月） 

  イ 配布場所   神戸市ホームページに掲載 

ウ 配布書類 

① 実施要領（本書） 

② 業務仕様書 

③ 各種様式（様式１号 ～ ８号） 

④ 神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱 

⑤ （別紙１）委託契約書 頭書案 

⑥ （別紙２）委託契約約款 

（２）参加申請手続き 

ア 受付期間    令和７年１月２７日（月）から令和７年２月１２日（水）１７時 

※ 書類提出は E-mailに限る。 

※ 本市で受領後３開庁日以内に受領の連絡を電話または E-mailにて行う。本市か

ら受領の連絡がない場合には、申請者から本市に電話で問い合わせを行うこと。 

イ 提出書類・部数 

① 参加申込兼資格確認申請書（様式１号） 



② 会社概要（様式自由） 

③ 資本関係・人的関係調書（様式２号） 

④ 神戸市契約等からの暴力団関係者排除に係る誓約書（様式３号－１・２） 

ウ 申請内容に対するヒアリング 

  提出書類に関する詳細を確認するため、本市からヒアリングを行うことがある。 

エ 提出部数  ＰＤＦデータ一式 1部 

（３）質問の受付 

ア 受付期間  令和７年１月２７日（月）から令和７年２月１２日（水）１７時 

イ 提出方法  本企画提案募集に関して質問がある場合は、質問票（様式４号）に記

載し、E-mail等により「８（２）問い合わせ先」に提出すること。 

ウ 回答    原則、質問内容と合わせて令和７年２月１８日（火）に、本市ＨＰ上

の募集開始のお知らせと同じページ内で回答する。 

（４）企画提案書の提出 

ア 受付期間  令和７年２月２４日（月）から令和７年３月１２日（水）１７時必着 

   ※ 書類提出は E-mailに限る。 

※ 本市で受領後３開庁日以内に受領の連絡を電話または E-mailにて行う。本市か

ら受領の連絡がない場合には、申請者から本市に電話で問い合わせを行うこと。 

イ 提出書類 

① 企画提案書（A４版・３０ページ以内・他様式自由） 

② 業務実績調書（参考様式５号、様式自由） 

③ 業務実施体制表（参考様式６号、様式自由） 

④ 経歴・従事業務調書（参考様式７号、様式自由） 

⑤ その他補足資料（任意、様式自由） 

※ 提出書類は社名を記載したものと社名を伏せたものをそれぞれ 1 部ずつ用意する

こと。 

ウ 企画提案書必須記載事項 

①「７選定に関する事項（１）提案審査会 ウ選定基準」に示す評価項目に対応

した提案を記載すること。 

②働きかける想定企業数とその根拠を記載すること。 

③企業に対してどのように働きかけ本市の寄附獲得を目指すのか、独自性及び実

現性を考慮して具体的に記載すること。 

エ 提出部数  ＰＤＦデータ一式 各 1 部 

※社名を記載したもの及び伏せたものそれぞれ 1 部 

 

７ 選定に関する事項 

（１）提案審査会 

ア 実施時期   令和７年３月中旬実施予定 

イ 実施場所   神戸市役所内またはオンラインにて 

       ※実施日時、開催形式は応募者に別途連絡する。 

ウ 選定基準 

評価項目と配点は以下のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 



評 価 項 目 点 数 

１ 業務実績 
業務遂行 

能力 

自治体における類似業務の受注実績 

（可能な範囲において、自治体名、業務内容、期間、受注金額

等を企画提案書に記載すること） 

20点 

2 実施体制 
人員及び 

組織体制 
業務を適正かつ確実に実施するための体制が整っているか。 20点 

３ 事業計画 提案内容 

企業に対する働きかけの方法は、効果的かつ実現性のあるもの

となっているか。 
 

 

①提案者独自のネットワークを活用した提案がされている

か。また、働きかける想定企業数とその根拠は妥当か 
30点 

②提案者独自のノウハウ、視点を活かした手法が提案されて

いるか。 
15点 

４ 見積金額 
提案内容に対して適切な見積金額（受託料率）となっている

か。 
5点 

５ 地域性 
提案者は、神戸市に本店、支店等を設けているか。（本店 10

点、支店 5点） 
10点 

合 計 100点 

 

    エ 選定方法 

① 本企画提案の審査については、企業版ふるさと納税等にかかるマッチング支援

等業務委託選定委員会が企画提案書や各種提出書類に基づき行い、その意見を

受けて選定する。 

② 選定委員は、「ウ 選定基準」に沿って 100点満点で評価を行い、各委員の点数の

平均点が基準点（65 点）を超えたもののうち、類型ごとに評価点が上位の者か

ら複数者（計４者前後）を、委託候補者として選出予定である。 

③ 65 点（満点の 6.5割）を最低点とし、65 点未満の事業者は失格とする。 

④ 選定委員の氏名は公表しない。 

（２）失格事由 

次のいずれかに該当した場合は、選定対象から除外する。 

ア 選定委員に対して、直接、間接を問わず、故意に接触を求めること 

イ 他の参加者と企画提案の内容またはその意思について相談を行うこと 

ウ 事業者選定終了までの間に、他の参加者に対して企画提案の内容を意図的に開示

すること 

エ 提出書類に虚偽の記載を行うこと 

オ その他選定結果に影響を及ぼす恐れのある不正行為を行うこと 

（３）選定結果の通知及び公表 

評価結果及び選定結果は決定後速やかに、全ての参加者に通知し、また、本市ホームペ

ージに掲載する。 

 

８ その他 

（１）提案に要する費用、条件等  

ア 企画提案書の作成に要する費用は、参加者の負担とする。 

イ 提出された書類について、予め提案審査会前に内容の確認を行う場合がある。 

ウ 採用された企画提案書は、神戸市情報公開条例に基づき、非公開情報（個人情報、

法人の正当な利益を害する情報等）を除いて、情報公開の対象となる。 



エ 提出されたすべての書類は返却しない。 

オ 提出された企画提案書は、審査・業者選定の用以外に応募者に無断で使用しない

（神戸市情報公開条例に基づく公開を除く）。 

カ 期限後の提出、差し替え等は認めない。 

キ 参加申請後に神戸市指名停止基準要綱に基づく指名停止又は神戸市契約事務等か

らの暴力団等の排除に関する要綱に基づく除外措置を受けた者の公募型プロポーザ

ル参加は無効とする。 

ク 企画提案書の提出後に、提案審査会への参加を辞退する場合は、速やかに「参加辞

退届（様式８号）」を「８（２）問い合わせ先」まで E-mailにて提出すること。 

（２）提出先、問い合わせ先 

〒650-8570 

兵庫県神戸市中央区加納町 6-5-1 神戸市役所１号館１２階 

神戸市企画調整局企業連携推進課 川口、牛川 

電話：078-322-6967 

E-mail：kigyo_furusato_kobe@city.kobe.lg.jp 

 

 


